
児童福祉施設変更届出等について
川崎市への届出が必要な変更事項
変更内容 提出書類 添付書類 根拠法令 提出時期 備考 様式

施設長 児童福祉施設変更届 ・新施設長の履歴書
・新施設長の資格証

児童福祉法施行規則
第37条第6項

事前 あり

特定教育・保育施設確認
変更届

・新施設長の履歴書
・新施設長の資格証 ・誓約書

子ども・子育て支援法
施行規則第33条第1項

あり

法人代表者 児童福祉施設変更届 ・理事会等の議事録の写し等
（今般の変更が分かるもの）

児童福祉法施行規則
第37条第6項

事前 あり

特定教育・保育施設確認
変更届

・理事会等の議事録の写し等
・誓約書

子ども・子育て支援法
施行規則第33条第1項

あり

法人役員 特定教育・保育施設確認
変更届

・理事会等の議事録の写し等
・誓約書

子ども・子育て支援法
施行規則第33条第1項

あり

法人の名称・住所 児童福祉施設変更届 ・理事会等の議事録の写し等 児童福祉法施行規則
第37条第5項

変更のあった日から
起算して一月以内

あり

特定教育・保育施設確認
変更届

・理事会等の議事録の写し等 子ども・子育て支援法
施行規則第33条第1項

あり

定款・寄附行為・
登記事項証明書
及びその他の規
約

児童福祉施設変更届 ・変更前、後の該当文書
・新旧対照表

児童福祉法施行規則
第37条第5項

変更のあった日から
起算して一月以内

あり

特定教育・保育施設確認
変更届

・変更前、後の該当文書
・新旧対照表

子ども・子育て支援法
施行規則第33条第1項

市長村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧する
ことができる場合は提出不要。（登記事項証明書を除く）

あり

運営規程 児童福祉施設変更届 ・変更前、後の運営規程
・新旧対照表

児童福祉法施行規則
第37条第6項

事前 施設の名称・場所・定員・保育時間・設備の規模等の
変更は、事前協議にて市の承認を受けた後に提出。

あり

重要事項説明書 特定教育・保育施設確認
変更届

・変更前、後の重要事項説明書
・新旧対照表

子ども・子育て支援法
施行規則第33条第1項

施設の名称・場所・定員・保育時間・設備の概要等の
変更は、事前協議にて市の承認を受けた後に提出。

あり

運営の方法（調理
業務の委託化）

児童福祉施設変更届 ・委託契約書の写し
・その他関係書類

児童福祉法施行規則
第37条第6項

事前 重要事項説明書等の変更があった場合にはその届出
も必要。参考資料「保育所における調理業務の委託について」

あり



川崎市への事前協議事項について

主な川崎市への事前協議が必要な事項（協議成立後、運営規程及び重要事項説明書に協議内容を加え、変更を届け出てください。）

内容 事前協議の時期 備考

施設の名称 随時

施設の場所 随時

定員 変更希望年度の前年度の８月まで
（減員する場合は当年度の８月まで）

取扱要綱第2条

受入年齢 変更希望年度の前年度の８月まで 取扱要綱第3条

保育時間 変更希望年度の前年度の８月まで

建物その他設備の規模及び構造並びにその
図面

建物の構造概要及び図面（各室の用途を明示
するものとする。）並びに設備の概要

随時

定款
（市が所管する社会福祉法人における変更）

随時

上乗せ徴収 随時
（開始しようとする３か月前まで）

参考資料：「保育所における付加的な保育
の提供に係る費用徴収について」

他の社会福祉施設の併設
（インクルーシブ保育）

随時 参考資料：「保育所等と他の社会福祉施設
との併設について」


